
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

令
和
８・９
年
度
の
保
険
料
率
が

決
ま
り
ま
し
た 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
基
づ
き
、
２
年
に
一
度
見
直
し
を

行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
令
和
８
・
９
年
度
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
基
金
を
活
用
し
た
う
え
で
、
以
下
の
と
お
り
見

直
し
ま
し
た
。
高
知
県
の
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
は
毎
年
増
加
し
て
い
る
た
め
、
医
療
保
険
が
負

担
す
る
費
用
も
増
加
し
て
い
ま
す
。
将
来
に
渡
っ
て
、
安
定
し
た
制
度
運
営
を
行
い
、
被
保
険
者

の
皆
さ
ま
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
て
い
た
だ
く
た
め
、
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
令
和
８
年
度
か
ら
は
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
金
制
度
は
、
全
て
の
世
代
や
企
業
か
ら
拠
出
さ
れ
た
支
援
金
を
、
子
育
て
施
策
の
拡
充

に
充
て
る
も
の
で
、
子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
を
社
会
全
体
で
支
え
る
制
度
で
す
。 

令和６・７年度の保険料率

令和８・９年度の保険料率

　令和８年度の個々の保険料額につきましては、前年
（令和７年）中の所得が確定した後、基礎賦課分及び子ど
も・子育て支援納付金分それぞれで計算が行われ、次の
方法により７月初旬に決定する予定です。

　被保険者均等割額は、同一世帯内の世帯主と被保険者の総所得金額等の合計が、下記を満たす場合に軽減さ
れる仕組みとなっています。5割・2割軽減対象者の基準が広がりました。 
　また、基礎賦課分及び子ども・子育て支援納付金分それぞれの被保険者均等割額で軽減が適用されます。

※1  総所得金額等の合計額とは、前年中の収入額から各種控除や必要経費を除いた所得の合計額です。
 
　給与・年金所得者数とは、給与収入が55万円を超えるまたは公的年金等収入が125万円（65歳未満の方は
60万円）を超える世帯主及び被保険者の合計人数です。 合計人数が2人以上いる場合に適用します。
※2  令和8・9年度の基礎賦課分に係る７割軽減対象者に対しては、 更に0.2割の軽減を行います。 
● 軽減判定の注意点
 ・65歳以上で公的年金等所得がある場合、公的年金等所得から15万円
を差し引いた額で軽減を判定します。

 ・事業所得の必要経費に専従者給与は入らず、 事業主の所得は専従者控
除前の所得で計算します。

    （専従者給与所得は専従者本人の給与所得から除外します）
 ・譲渡所得の特別控除は適用されませんが、 雑損失の繰越控除は適用さ
れます。

★令和８年度の保険料の計算方法
　保険料は一律に負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を
合計して被保険者個人ごとに算出します。

　賦課基準額とは、総所得金額等（被保険者の前年中の収入額から各種控除や必要経費を除いた所得の
合計額）から基礎控除額（43万円）を差し引いた金額です。

【子ども・子育て支援納付金分】（令和８年度）
●被保険者均等割額1,393円　●所得割率0.24％
●賦課限度額２万１千円

【基礎賦課分】（令和８・９年度共通）
●被保険者均等割額60,400円　●所得割率10.31％
●賦課限度額85万円

●被保険者均等割額56,000円　●所得割率10.78％
●賦課限度額80万円

基礎賦課分　　＝
（賦課限度額85万円）

＋

＋

１人あたりの年間保険料　　＝　　基礎賦課分　　＋　　子ども・子育て支援納付金分

子ども・子育て　　
支援納付金分　　＝
（賦課限度額２万１千円）

被保険者均等割額
60,400円

所得割額
賦課基準額×10.31％

被保険者均等割額
1,393円

所得割額
賦課基準額×0.24％

被保険者均等割額軽減対象者の
基準が広がります 

（基礎賦課分＝  基　、子ども・子育て支援納付金分＝  子  ）

同一世帯内の世帯主と被保険者の総所得金額等の合計額（※1）軽減後の
被保険者
均等割額

軽減の割合
改正後

（令和８年度以降）
改正前

（令和７年度）

変更無し43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数(※1)－１)以下

基  16,912円※2 

７割
子       417円

43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数(※1)－１)＋
(31万円×被保険者数）以下

43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数(※1)－１)＋
(30.5万円×被保険者数）以下

基  30,200円
５割

子       696円

43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数(※1)－１)＋
(57万円×被保険者数）以下

43万円＋10万円×(給与・
年金所得者数(※1)－１)＋
(56万円×被保険者数）以下

基  48,320円
２割

子    1,114円

変更無し上記以外の方
基  60,400円

軽減
無し

子    1,393円

■問い合わせ／長寿支援課いきいき長寿係　☎0 8 8 - 8 8 0 - 6 5 5 6
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